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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の基地局と前記基地局を制御してソフトハンドオフを実行する基地局制御装置と
を有するパケット通信システムであって、
　前記基地局制御装置は、移動局が第一の基地局が統括するエリアから該第一の基地局が
統括するエリアと第二の基地局が統括するエリアとの重複部分に移動し該移動局がソフト
ハンドオフへ移行したことを検知すると、前記移動局宛てのパケットデータを前記第一の
基地局と前記第二の基地局の双方へ重複して送出し、
　前記第一の基地局は、前記ソフトハンドオフ移行前に前記基地局制御装置から送られて
きた前記移動局宛てのパケットデータについては前記ソフトハンドオフ移行後であっても
前記移動局に無線送信し、前記ソフトハンドオフ移行後に前記基地局制御装置から送られ
てきた前記移動局宛てのパケットデータについては第１記憶部に格納し前記移動局への無
線送信は行わず、前記ソフトハンドオフの完了後に前記第１記憶部に記憶した前記移動局
宛てのパケットデータを破棄し、
　前記第二の基地局は、前記ソフトハンドオフ移行後に前記基地局制御装置から送られて
きた前記移動局宛てのパケットデータについては第２記憶部に格納し該パケットの前記移
動局への無線送信は行わず、前記ソフトハンドオフの完了後に前記第２記憶部に記憶した
前記移動局宛てのパケットデータを前記移動局に無線送信する
ことを特徴とするパケット通信システム。
【請求項２】
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　複数の基地局を制御してソフトハンドオフを実行する基地局制御装置に接続する第一の
基地局であって、
　移動局が第一の基地局が統括するエリアから該第一の基地局が統括するエリアと第二の
基地局が統括するエリアとの重複部分に移動し該移動局がソフトハンドオフへ移行したこ
とを検知した前記基地局制御装置が前記第一の基地局と前記第二の基地局との双方に送信
した前記移動局宛てのパケットデータを記憶する記憶手段と、
　前記ソフトハンドオフ移行前に前記基地局制御装置から送られてきた前記移動局宛ての
パケットデータについては前記ソフトハンドオフ移行後であっても前記移動局に無線送信
し、前記ソフトハンドオフ移行後に前記基地局制御装置から送られてきた前記移動局宛て
のパケットデータについては前記記憶手段に格納し前記移動局への無線送信しない、送信
手段と、
　前記ソフトハンドオフの完了後に前記記憶手段に記憶した前記移動局宛てのパケットデ
ータを破棄する破棄手段と、
を有することを特徴とする第一の基地局。
【請求項３】
　さらに、
　前記第一の基地局が統括するエリアに位置し前記基地局制御装置からのパケットデータ
を送信する対象となる移動局を管理する管理手段を有し、
　前記管理手段は、前記第一の基地局が統括するエリアと第二の基地局が統括するエリア
との重複部分に移動した移動局を管理対象外とし、
　前記第一の基地局は、前記管理対象外の移動局宛てのパケットデータの送信を中止する
ことを特徴とする請求項２に記載の第一の基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パケット通信システム及びパケット通信システムにおける基地局に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体通信システムにおいて、ある基地局が統括するエリア内を移動中の移動局が、隣接
する他の基地局が統括するエリアへ移動する際、通信障害の発生なしに２つのエリアの境
界を越えるためのソフトハンドオフ技術は極めて重要な技術であり、注力されている。
特に、ＣＤＭＡ方式を用いた移動体通信システムにおいて、送信電力制御やＲＡＫＥ受信
等、種々の技術が開示されている。
これに反して、パケット通信方式でのソフトハンドオフ技術の技術開発は、あまり進んで
いない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
パケット通信方式では、以下に記す解決すべき大きな課題が残されているため、上記の通
りソフトハンドオフ技術の技術開発があまり進んでいない。
即ち、ある基地局の統括するエリア内を移動中の移動局が隣接する他の基地局の統括する
エリアへ移動する際、ある基地局で交信中の移動局の数量と、隣接する他の基地局で交信
中の移動局の数量とは、異なる場合が多い。この場合に、移動中の移動局は、それぞれの
基地局から受けとる有効なパケットデータを異なったタイミングで受信してしまう。従っ
て、移動局は、受け取った有効なパケットデータを選択合成できなくなる、という解決す
べき大きな課題が残されていた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は以下の構成を採用する。
　〈構成１〉　複数個の基地局と前記基地局を制御してソフトハンドオフを実行する基地
局制御装置とを有するパケット通信システムであって、前記基地局制御装置は、移動局が
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第一の基地局が統括するエリアから該第一の基地局が統括するエリアと第二の基地局が統
括するエリアとの重複部分に移動し該移動局がソフトハンドオフへ移行したことを検知す
ると、前記移動局宛てのパケットデータを前記第一の基地局と前記第二の基地局の双方へ
重複して送出し、前記第一の基地局は、前記ソフトハンドオフ移行前に前記基地局制御装
置から送られてきた前記移動局宛てのパケットデータについては前記ソフトハンドオフ移
行後であっても前記移動局に無線送信し、前記ソフトハンドオフ移行後に前記基地局制御
装置から送られてきた前記移動局宛てのパケットデータについては第１記憶部に格納し前
記移動局への無線送信は行わず、前記ソフトハンドオフの完了後に前記第１記憶部に記憶
した前記移動局宛てのパケットデータを破棄し、前記第二の基地局は、前記ソフトハンド
オフ移行後に前記基地局制御装置から送られてきた前記移動局宛てのパケットデータにつ
いては第２記憶部に格納し該パケットの前記移動局への無線送信は行わず、前記ソフトハ
ンドオフの完了後に前記第２記憶部に記憶した前記移動局宛てのパケットデータを前記移
動局に無線送信することを特徴とするパケット通信システム。
　〈構成２〉　複数の基地局を制御してソフトハンドオフを実行する基地局制御装置に接
続する第一の基地局であって、移動局が第一の基地局が統括するエリアから該第一の基地
局が統括するエリアと第二の基地局が統括するエリアとの重複部分に移動し該移動局がソ
フトハンドオフへ移行したことを検知した前記基地局制御装置が前記第一の基地局と前記
第二の基地局との双方に送信した前記移動局宛てのパケットデータを記憶する記憶手段と
、前記ソフトハンドオフ移行前に前記基地局制御装置から送られてきた前記移動局宛ての
パケットデータについては前記ソフトハンドオフ移行後であっても前記移動局に無線送信
し、前記ソフトハンドオフ移行後に前記基地局制御装置から送られてきた前記移動局宛て
のパケットデータについては前記記憶手段に格納し前記移動局への無線送信しない、送信
手段と、前記ソフトハンドオフの完了後に前記記憶手段に記憶した前記移動局宛てのパケ
ットデータを破棄する破棄手段と、を有することを特徴とする第一の基地局。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を具体例を用いて説明する。
図１は、本発明による通信方式のシステム構成図である。
図１より、本発明による通信方式のシステムは、基地局１と、基地局２と、エリア７と、
エリア８と、基地局制御装置９と、移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃ、移動局Ｄとを備える
。
更に、基地局１には記憶部３と移動局管理テーブル５が配置され、基地局２には記憶部４
と移動局管理テーブル６が配置されている。
【０００６】
基地局１と、基地局２とは、ＡＴＭ回線（通常有線回線）を介してパケットデータを受け
入れて宛先移動局毎に所定のフレームを構成する。この所定のフレームを予め定められて
いる所定の順番に従って電磁波に変換して自己が統括する無線エリアに放射する部分であ
る。ここでは説明の都合上２個のみ記載してあるが、その個数はシステムによって大きく
異なる。
又、自己が統括する無線エリア内に位置する移動局から電磁波に変換された所定のフレー
ムを受け入れて電気信号に変換したあとパケットデータに分解して所定の順番に従ってＡ
ＴＭ回線へ送出する部分でもある。
【０００７】
記憶部３と、記憶部４とは、基地局１と、基地局２との内部にそれぞれ配置されるメモリ
部分である。ソフトハンドオフ中に当該移動局に送出すべき所定のフレームを一時格納し
ておく部分である。
移動局管理テーブル５と、移動局管理テーブル６とは、基地局１と、基地局２との内部に
それぞれ配置される管理テーブルである。基地局１と基地局２が、それぞれ統括する後に
説明するエリア７とエリア８内に位置する移動局を管理するテーブルである。又、複数の
移動局へ送出する所定のフレームの送出順番を管理する部分でもある。
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【０００８】
エリア７とエリア８は、上記基地局１と、基地局２とのそれぞれが、統括する無線エリア
である。
移動局Ａと、移動局Ｂと、移動局Ｃと、移動局Ｄとは、基地局１、基地局２が統括するエ
リア７、エリア８との内部に位置して上記基地局１、基地局２と交信して上記所定のフレ
ームを受信する部分である。図１上では、移動局Ａと、移動局Ｂと、移動局Ｃとが基地局
２と交信中であり、移動局Ｄと基地局１とが交信中である。
【０００９】
基地局制御装置９は、上記基地局１と、基地局２とを制御してソフトハンドオフを実行す
る部分である。
即ち、基地局制御装置９は、一例として図１における移動局Ｄが基地局１のエリア７と基
地局２のエリア８との境界（重複部分）に移動して来たことを検知した時移動局Ｄ宛ての
パケットデータをＡＴＭ回線を介して基地局１と基地局２の双方へ重複して送出する部分
である。又、移動局Ｄがエリア７又はエリア８の何れか一方のエリアへの移動を完了した
ことを検知したとき、上記移動局Ｄ宛てのパケットデータを、移動局Ｄが移動完了したエ
リアを統括する基地局のみに送出させる部分でもある。
【００１０】
次に本発明による通信方式の動作について説明する。
本発明による通信方式の全体について説明する前に、最初に、この通信方式の基本になる
単一の基地局と複数の移動局間の通信方式について説明する。
図２は、基本システム説明図である。
図２は、基地局２の統括するエリア８内に位置する移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃ、移動
局Ｄが、基地局２と交信している状態を表している。
【００１１】
図３は、基本動作説明図である。
（ａ）は、ＡＴＭ回線を介して基地局２（図２）が受信するパケットデータを表している
。
（ｂ）は、基地局２（図２）が、受信したパケットデータから宛先移動局向けのフレーム
を構成して無線回線に送出した状態を表している。
（ｃ）は、エリア８（図２）内に位置する移動局の局名と各移動局へ所定のフレームを送
出するための所定の順番を定める移動局管理テーブルを表している。
（ｄ）は、上記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）共通の時間軸（横軸）上での時刻を表している。
以下に、時刻Ｔ０～Ｔ１０まで時系列的に本発明の基本動作について説明する。
【００１２】
動作説明の前提条件を以下の如く定める。
前提条件１
（ａ）におけるＡ１（１）～Ｄ１（３）の、それぞれをＡＴＭ回線から送られてくるＡＴ
Ｍセル（パケットデータ）とする。ここでＡ１（１）とは、移動局Ａ宛ての第１フレーム
の一番目のパケットデータを意味する。同様にＤ１（３）とは、移動局Ｄ宛ての第１フレ
ームの三番目のパケットデータを意味する。即ち、最初の記号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、は、宛先
移動局名であり、１、２、３、４、…はフレームの順番であり、（１）、（２）、（３）
はフレーム内でのパケットデータの順番である。所定のフレームはＡＴＭセル（パケット
データ）３個によって構成されるものとする。
前提条件２
最初にエリア８（図２）内で、移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃが交信していたが、途中時
刻Ｔ５で移動局Ｄが交信を開始し、次に時刻Ｔ７で移動局Ｂ交信を停止するものとする。
【００１３】
時刻Ｔ０
基地局２（図２）は、エリア８（図２）内に位置する移動局Ａ（図２）、移動局Ｂ（図２
）、移動局Ｃ（図２）を移動局管理テーブル６（図２）に登録する。同様にフレーム送出
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順番をＡ→Ｂ→Ｃの順番に設定する（ｃ）。
【００１４】
時刻Ｔ１
基地局２（図２）は、移動局管理テーブル６（図２）に登録されているフレーム送出順番
Ａ→Ｂ→Ｃに従って、最初に移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする。しかしこの
時点で基地局２（図２）は、Ａ１（１）、Ａ１（２）、Ｃ１（１）の３個のパケットデー
タを受け入れているが（ａ）、Ａ１（３）を受け入れていないのでフレームＰＫＴＡ１を
構成できない。従って移動局Ａ宛てのフレームを送出できない。次に移動局Ｂ宛てのパケ
ットデータをスキャンするが、同様にフレーム構成できないので移動局Ｂ宛てのフレーム
を送出できない。全く同様に移動局Ｃ宛てのパケットデータをスキャンするが、同様にフ
レーム構成できないので移動局Ｃ宛てのフレームも送出できない（ｂ）。
【００１５】
時刻Ｔ２
基地局２（図２）は、移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）は、Ａ１（１）、Ａ１（２）、Ｃ１（１）、Ａ１（３）、Ｃ１（２）、Ａ２（
１）の６個のパケットデータを受け入れており、フレームＰＫＴＡ１を構成するＡ１（１
）、Ａ１（２）、Ａ１（３）の有効データを所持している。そこで、基地局２（図２）は
フレームＰＫＴＡ１を構成して電磁波に変換して移動局Ａ宛てに送出する（ｂ）。同時に
後に続くフレームで移動局Ｂ宛てのパケットデータをスキャンする設定にする。
【００１６】
時刻Ｔ３
基地局２（図２）は、移動局Ｂ宛てのパケットデータをスキャンする。しかしこの時点で
基地局２（図２）は、フレームＰＫＴＢ１を構成するＢ１（２）、Ｂ１（３）の有効デー
タを所持していない。従って移動局Ｂ宛てのフレームを送出できない。次に所定の順番に
従って移動局Ｃ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局２（図２）はフ
レームＰＫＴＣ１を構成するＣ１（１）、Ｃ１（２）、Ｃ１（３）の有効データを所持し
ている。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＣ１を構成して電磁波に変換して移動
局Ｃ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ａ宛てのパケットデータを
スキャンする設定にする。
【００１７】
時刻Ｔ４
基地局２（図２）は、移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）はフレームＰＫＴＡ２を構成するＡ２（１）、Ａ２（２）、Ａ２（３）の有効
データを所持している。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＡ２を構成して電磁波
に変換して移動局Ａ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ｂ宛てのパ
ケットデータをスキャンする設定にする。
【００１８】
時刻Ｔ５
基地局２（図２）は、移動局Ｂ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）はフレームＰＫＴＢ１を構成するＢ１（１）、Ｂ１（２）、Ｂ１（３）の有効
データを所持している。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＢ１を構成して電磁波
に変換して移動局Ｂ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ｃ宛てのパ
ケットデータをスキャンする設定にする。この時上記前提条件２より移動局Ｄが交信を開
始する。基地局２（図２）は、移動局管理テーブル６（図２）の最後に移動局Ｄを追加す
る（ｃ）。
【００１９】
時刻Ｔ６
基地局２（図２）は、移動局Ｃ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）はフレームＰＫＴＣ２を構成するＣ２（１）、Ｃ２（２）、Ｃ２（３）の有効
データを所持している。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＣ２を構成して電磁波
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に変換して移動局Ｃ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ｄ宛てのパ
ケットデータをスキャンする設定にする。
【００２０】
時刻Ｔ７
基地局２（図２）は、移動局Ｄ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）はフレームＰＫＴＤ２を構成するＤ１（１）、Ｄ１（２）、Ｄ１（３）の有効
データを所持していない。従って移動局Ｄ宛てのフレームを送出できない。次に所定の順
番に従って移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局２（図２）
はフレームＰＫＴＡ３を構成するＡ３（１）、Ａ３（２）、Ａ３（３）の有効データを所
持している。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＡ３を構成して電磁波に変換して
移動局Ａ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ｂ宛てのパケットデー
タをスキャンする設定にする。
この時上記前提条件２より移動局Ｂが交信を停止する。基地局２（図２）は、移動局管理
テーブル６（図２）から移動局Ｂを削除する（ｃ）。
【００２１】
時刻Ｔ８
基地局２（図２）は、本来移動局Ｂ宛てのパケットデータをスキャンする筈である。とこ
ろが移動局管理テーブル６（図２）から移動局Ｂは削除されているので（ｃ）次の順番で
ある移動局Ｃ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局２（図２）はフレ
ームＰＫＴＣ３を構成するＣ３（１）、Ｃ３（２）、Ｃ（３）の有効データを所持してい
ない。従って移動局Ｃ宛てのフレームを送出できない。次に所定の順番に従って移動局Ｄ
宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局２（図２）はフレームＰＫＴＤ
１を構成するＤ１（１）、Ｄ１（２）、Ｄ１（３）の有効データを所持している。そこで
基地局２（図２）はフレームＰＫＴＤ１を構成して電磁波に変換して移動局Ｄ宛てに送出
する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする設
定にする。
【００２２】
時刻Ｔ９
基地局２（図２）は、移動局Ａ宛てのパケットデータをスキャンする。この時点で基地局
２（図２）はフレームＰＫＴＡ４を構成するＡ４（１）、Ａ４（２）、Ａ４（３）の有効
データを所持している。そこで基地局２（図２）はフレームＰＫＴＡ４を構成して電磁波
に変換して移動局Ａ宛てに送出する（ｂ）。同時に後に続くフレームで移動局Ｂ宛てのパ
ケットデータをスキャンする設定にする。
【００２３】
時刻Ｔ１０
基地局２（図２）は、送出可能なパケットデータを蓄積していないため無線回線へのデー
タ送出を停止する。
以上で本発明による通信方式の基本動作についての説明を終了する。
次に本発明による通信方式におけるソフトハンドオフ時の動作について説明する。
【００２４】
図４は、本発明の動作説明図である。
（ａ）は、ＡＴＭ回線を介して基地局１（図１）が受信するパケットデータを表している
。
（ｂ）は、ＡＴＭ回線を介して基地局２（図１）が受信するパケットデータを表している
。
（ｃ）は、移動局Ｄと基地局１又は基地局２との交信状態を表している。
（ｄ）は、基地局１（図１）が、受信したパケットデータから宛先移動局向けのフレーム
を構成して無線回線に送出した状態を表している。
（ｅ）は、基地局２（図１）が、受信したパケットデータから宛先移動局向けのフレーム
を構成して無線回線に送出した状態を表している。
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（ｆ）は、上記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）共通の時間軸（横軸）上での時
刻を表している。
以下に、時刻Ｔ１～Ｔ４まで時系列的に本発明のソフトハンドオフ時の動作について説明
する。
【００２５】
　動作説明の前提条件を以下の如く定める。
　前提条件１
　（ａ）、（ｂ）におけるＡ１（１）～Ｄ５（３）の、それぞれをＡＴＭ回線から送られ
てくるＡＴＭセル（パケットデータ）とする。ここでＡ１（１）とは、移動局Ａ宛ての第
１フレームの一番目のパケットデータを意味する。同様にＤ４（３）とは、移動局Ｄ宛て
の第４フレームの三番目のパケットデータを意味する。即ち、最初の記号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
、は、宛先移動局名であり、１、２、３、４、…はフレームの順番であり、（１）、（２
）、（３）はフレーム内でのパケットデータの順番である。所定のフレームはＡＴＭセル
（パケットデータ）３個によって構成されるものとする。
　前提条件２
　エリア８（図１）内に最初に移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃが位置していたが、途中で
移動局Ｄがこれに進入するものとする。
【００２６】
時刻Ｔ１
移動局Ｄ（図１）は、基地局１（図１）が統括するエリア７（図１）内に位置して、基地
局１（図１）と交信中の状態である（ｃ）。この時基地局制御装置９（図１）は、移動局
Ｄ（図１）宛てのパケットデータを基地局１（図１）に対してのみ送出する（ａ）。又基
地局１（図１）は、移動局Ｄ（図１）宛ての有効データが蓄積される毎にフレーム構成し
て電磁波に変換して移動局Ｄ（図１）宛てに送出する。この状態は移動局Ｄ（図１）がエ
リア７（図１）内部に位置して、エリア７（図１）と隣接するエリア８（図１）との境界
（エリアの重複部分）に近づくまで（時刻Ｔ２）継続する。
【００２７】
時刻Ｔ２
移動局Ｄ（図１）が、エリア７（図１）と隣接するエリア８（図１）との境界（エリアの
重複部分）に入った状態である。基地局１（図１）、及び基地局２（図１）と移動局Ｄ（
図１）はソフトハンドオフに移行する。基地局制御装置９（図１）は、ソフトハンドオフ
移行を検出した時、移動局Ｄ（図１）宛てのパケットデータを基地局１（図１）及び基地
局２（図１）の双方に送出する（（ａ）及び（ｂ））。この状態を２ウェイ通信状態と定
義する。この時基地局１（図１）は、移動局Ｄ（図１）を移動局管理テーブル５（図１）
から削除し、以後２ウェイ通信状態の継続中は、移動局Ｄ（図１）宛てのパケットデータ
を無線回線に送出しない。但し２ウェイ通信状態に移行直前のパケットデータは、無線回
線に送出される（（ｄ）のＰＫＴＤ２が相当する）。この移動局Ｄ（図１）宛てのパケッ
トデータは、基地局１（図１）の記憶部３（図１）に格納される。即ち、（ａ）の、Ｄ３
（１）、Ｄ３（２）、Ｄ３（３）、Ｄ４（１）、Ｄ４（２）、Ｄ４（３）が格納される。
基地局２（図１）は、２ウェイ通信状態の時、移動局Ｄ（図１）を移動局管理テーブル６
（図１）に追加せずにパケットデータを蓄積していく。
【００２８】
時刻Ｔ３
基地局２（図１）は、移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃ、移動局Ｄ、宛てのパケットデータ
を受け入れるが、移動局Ａ、移動局Ｂ、移動局Ｃ宛てのフレームのみ無線回線に送出する
。移動局Ｄ宛てのパケットデータは、基地局２（図１）の記憶部４（図１）に格納される
。
【００２９】
時刻Ｔ４
移動局Ｄ（図１）が、エリア７（図１）と隣接するエリア８（図１）との境界を越えて完
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制御装置９（図１）は、ソフトハンドオフ完了を検出した時、移動局Ｄ（図１）宛てのパ
ケットデータを基地局２（図１）のみに送出し基地局１（図１）への送出を停止する（（
ａ）及び（ｂ））。この時基地局１（図１）は、移動局Ｄ（図１）との交信が終了したと
判断して記憶部３（図１）に格納されている移動局Ｄ（図１）宛てのパケットデータを廃
棄する。
基地局２（図１）は、移動局Ｄ（図１）を移動局管理テーブル６（図１）に追加する。以
後上記本発明の基本動作に従って、２ウェイ通信状態の時に記憶部４（図１）に格納され
た移動局Ｄ（図１）宛てのパケットデータを所定の順番に従って順次無線回線へ送出する
。
【００３０】
以上説明した動作によって基地局と移動局間で交信されるパケットデータの順序を正確に
守ることができ、簡易的に基地局間でパケットデータの同期が取れた状態とほぼ等しくな
る。
又、一般にパケット通信のタイムアウト処理の時間よりもソフトハンドオフに要する時間
のほうが十分に小さいと考えられるので、ソフトハンドオフ中に無線回線上のパケットデ
ータを停止してしまうことは特に問題ないと考えられる。
【００３１】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によるパケット通信方式を採用することによって、ある基
地局の統括するエリア内を移動中の移動局が隣接する他の基地局の統括するエリアへ移動
する際、ある基地局で交信中の移動局の数量と、隣接する他の基地局で交信中の移動局の
数量とが異なっていても、ソフトハンドオフ期間において各基地局から当該移動局への無
線送信を制御することにより、それぞれの基地局から受けとる有効なパケットデータを異
なったタイミングで受信してしまうことなく、実質的に基地局間でパケットデータの同期
が取れた状態でソフトハンドオフを実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による通信方式のシステム構成図である。
【図２】基本システム説明図である。
【図３】基本動作説明図である。
【図４】本発明の動作説明図である。
【符号の説明】
１，２　基地局
３，４　記憶部
５，６　移動局管理テーブル
７，８　エリア
９　基地局制御装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　移動局
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